八潮市借上型市営住宅整備要綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（趣旨）
第１条　この要綱は、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）及び八潮市市営住宅設置及び管理条例（平成９年八潮市条例第１８号。以下「条例」という。）に基づき、個人又は法人（国又は他の地方公共団体を除く。）が所有する、長屋又は共同住宅を市が借り上げ、市営住宅として転貸するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
（用語の定義）
第２条 この要綱における用語の意義は、法、条例その他関係法令に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
（１）借上型市営住宅　個人又は法人が所有する長屋又は共同住宅で、市が市営住宅として転貸するためにその一部又は全部を借り上げたものをいう。
（２）事業候補者　所有する長屋又は共同住宅を借上型市営住宅として市に貸付けを予定している個人又は法人をいう。
（３）事業計画　事業候補者が所有する長屋又は共同住宅を借上型市営住宅として市に貸し付けるため、住宅の位置、戸数、床面積その他の貸付けに必要な事項について定める計画をいう。
（４）事業者　第１０条第１項の規定により賃貸借契約を締結した事業候補者をいう。
（公募）
第３条　市長は、借上型市営住宅の事業候補者を選定しようとするときは、公募するものとする。ただし、公募を行った結果、次項で決定した募集戸数に達しなかった場合は、この限りではない。
２　前項の公募において、市長は、市営住宅の配置状況等を考慮し、募集事項を決定することができる。
（申請の方法）
第４条　前条第１項の場合において事業候補者は、所有する長屋又は共同住宅を借上型市営住宅として、市に貸し付けようとする場合、次に掲げる書類によって、市長に申請しなければならない。
（１）借上型市営住宅事業計画申請書（様式第１号）
（２）別表第一に掲げる書類
（３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
２　前項の規定により申請した事業候補者は、次に掲げる要件に適合しなければならない。
（１）長屋又は共同住宅を所有し、かつ、その敷地について所有権、借地権等の正当な権利を有すること。
（２）市県民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税、国民健康保険税の滞納がないこと。
（３）市で借上げる予定の長屋又は共同住宅の建物、敷地に対して権利を有するものが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。
（４）その他市長が特に必要と認める要件
（選定審査会）
第５条　事業候補者及び事業計画の選定の適否について審査するため、八潮市借上型市営住宅選定審査会（以下「選定審査会」という。）を置く。
２　選定審査会は、事業計画を審査するに当たっては、市長が別に定める住宅基準に基づき審査するものとする。
３　選定審査会の組織及び運営については、市長が別に定める審査会設置要綱による。
（事業計画の選定と採用）
第６条　市長は、第４条第１項の規定による申請があったときは、事業候補者及び事業計画について審査するものとし、募集戸数を超える申請があった場合は、選定審査会で審査をさせるものとする。
２　市長は、前項の審査結果をもとに、事業計画の採用又は不採用を決定するものとする。
３　市長は、前項の規定により事業計画の採用を決定したときは、借上型市営住宅事業計画採用通知書（様式第２号）により当該事業候補者に通知するものとし、事業計画を採用しないと決定したときは、借上型市営住宅事業計画不採用通知書（様式第３号）により当該事業候補者に通知するものとする。
４　第２項の規定により事業計画を採用する場合において、市長は必要に応じ、条件を付すことができる。
（条件に対する措置の承諾）
第７条　事業候補者は、前条第４項の規定により条件が付された場合、当該条件の承諾の可否について通知書を受け取った日から起算して７日を経過する日までに、借上型市営住宅条件承諾（不承諾）書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。
（事業計画の変更）
第８条　事業候補者又は第６条第４項の規定による付された条件に対する措置を承諾した事業候補者は、第６条第２項の規定により採用された事業計画を変更しようとするときは、借上型市営住宅事業計画変更申請書（様式第５号）により市長に事業計画の変更を申請しなければならない。
２　市長は、前項の規定による事業計画の変更の申請があったときは、その内容を審査し、変更の事由がやむを得ないものであり、かつ、変更の事業計画が借上型市営住宅としての使用に支障がないと認めるときは、事業計画の変更を承諾し、借上型市営住宅事業計画変更承諾通知書（様式第６号）により事業候補者に通知するものとする。
（条件に対する措置の報告）
第９条　第７条の規定により、第６条第４項の規定による付された条件に対する措置の承諾をした事業候補者は、第１０条に規定する賃貸借契約の締結までに、当該条件に対する措置が完了したことを、借上型市営住宅条件等措置報告書（様式第７号）により市長に報告しなければならない。
（賃貸借契約の締結等）
第１０条　市長は、第６条第２項の規定により事業計画を採用した場合（同条第４項により付した条件があるときは、第９条の規定により当該条件について報告された措置が行われたと認める場合。）は、期日を指定し、当該期日から原則１０年を期間として、事業候補者と借上型市営住宅として賃貸借契約を締結するものとする。
２　市長は、前項に規定する賃貸借契約の期間が満了するに当たり、入居者の状況と市営住宅の供給状況を考慮した上で必要があると認めるときは、公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）第１３条に定める耐用年数を限度として更に１０年を限度とする賃貸借契約を締結することができる。その後においても、また同様とする。
３　市長は、賃貸借契約を締結した事業者が契約の相手方として不適当と認めるときは、入居者の居住の安定の確保に十分配慮した上で、当該賃貸借契約を解除することができる。
４　市長は、賃貸借契約の期間が通算して１１年目以降については、入居者の退去等の事由により、各住戸単位で当該賃貸借契約を解除することができる。
５　借上型市営住宅としての用途は、賃貸借契約の期間が満了した時点又は賃貸借契約を解除した時点において終了するものとする。
（借上料）
第１１条　前条に規定する賃貸借契約に係る借上型市営住宅の借上料は、事業計画において事業候補者が提案した金額を上限とし、当該借上型市営住宅の周辺における同種の月額住宅家賃等を勘案して市長が定めるものとする。
２　前項に規定する借上料は、当該賃貸借契約の期間中変更しないものとする。
（共益費）
第１２条　第１０条に規定する賃貸借契約に係る借上型市営住宅の共益費は、事業計画において事業候補者が提案した金額を上限として市長が定めるものとする。
２　前項に規定する共益費は、社会情勢及び経済情勢、その他正当な理由により改める必要があると認められるときは、市長と事業者とが協議して変更することができる。
（地位の承継）
第１３条　事業者の一般承継人又は事業者から借上型市営住宅の敷地の所有権及びその他借上型市営住宅の所有に必要な権原を取得した者は、借上型市営住宅事業者承継承諾申請書（様式第８号）により市長の承諾を受け、当該事業者が有していた借上型市営住宅に係る地位を承継することができる。
２　市長は、前項の承諾の申込みがあった場合において、当該申込者が借上型市営住宅の提供を確実に遂行できると認めるときは、承諾するものとし、借上型市営住宅事業者承継承諾通知書（様式第９号）により通知するものとする。
（補則）
第１４条　この要綱に定めるもののほか、借上型市営住宅の整備及び管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
　　　附　則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、市長決裁の日（令和８年６月１８日）から施行する。































別表第１（第４条関係）
借上型市営住宅事業計画申請書（様式第１号）に添付する書類
	書類
	土地と建物の所有者が同じ場合
	土地と建物の所有者が異なる場合
	備考

	事業計画
	○
	○
	様式第１０号

	配置図


	○
	○
	縮尺，方位，前面道路の幅員，接道の長さ，敷地界線，敷地内外の高低差，建築物の位置，住棟出入口，駐車場及び共同施設等の位置等がわかるものであること。

	各階平面図
（平面詳細図含む）




	○
	○
	縮尺，方位，間取り，住戸番号，各室の用途及び規模（㎡表示），開口部の位置，手摺りの位置，収納容積率，共用廊下・階段及びスロープの幅並びに天井の高さ及び平均天井高さ等がわかるものであること。（配置図と１階平面図を兼ねるものを認める。）

	公図写

	○
	○
	該当土地を赤色で示し，分合筆を行う場合は，分合筆予定線を表示すること。

	面積表

	○
	○
	敷地面積表及び床面積表（専有面積が分かるもの）とすること。

	現況写真

	○
	○
	建築物全体，住戸内，共同施設等について，Ａ４版で任意の書式とし，写真はサービス版５枚程度とする。

	火災保険証券
	○
	○
	写しを添付すること。

	土地使用承諾書
	
	○
	様式第１１号

	印鑑登録証明書

	
	○
	原本を添付することとし，法人の場合は，資格証明書も添付すること。

	その他市長が必要と認める書類
	○
	○
	








様式第１号（第４条関係）
年　　月　　日

宛先　八潮市長 
（事業候補者）住所
氏名　　　　　　　　　　　㊞　　　 
電話
（法人にあっては，主たる事務所の
所在地，名称及び代表者の氏名）

借上型市営住宅事業計画申請書

借上型市営住宅の事業計画について，八潮市借上型市営住宅整備要綱第４条第１項の規定により申請します。



様式第２号（第６条関係）
第 　　　　　号
年   　月  　日
　　　　　　　　　　　　　様

八潮市長　　　　　　　　　 印

借上型市営住宅事業計画採用通知書

年 　月 　日に申請のありました借上型市営住宅の事業計画については，次の条件等を付して採用しましたので、八潮市借上型市営住宅整備要綱第６条第３項の規定により通知します。

	
対象住宅の所在地

	
八潮市


	
計画戸数

	
　　　　　　　　　　　　　　戸


	



必要な条件等




	









備考　必要な条件等が付された場合は通知書を受け取った日から起算して７日を経過する日までに借上型市営住宅条件承諾（不承諾）書（様式第４号）を提出すること。



様式第３号（第６条関係）
第 　　　　　号
年 　　月　  日
　　　　　　　　　　　　様

八潮市長 　　　　　　　　　　　印

借上型市営住宅事業計画不採用通知書
　
年 　月 　日に申請のありました借上型市営住宅の事業計画については，不採用と
したので，八潮市借上型市営住宅整備要綱第６条第３項の規定により通知します。

	
対象住宅の所在地

	
八潮市


	
計画戸数

	
戸


	


不採用の理由



	




様式第４号（第７条関係）
年　　月　　日

宛先　八潮市長
（事業候補者）住所
氏名　　　　　　　　　　　㊞
電話
（法人にあっては，主たる事務所の
所在地，名称及び代表者の氏名）

借上型市営住宅条件承諾（不承諾）書
　
八潮市借上型市営住宅整備要綱第７条の規定による条件の承諾（不承諾）について回答します。

	
事業計画採用通知書
の文書番号

	
年　　月　　日　　　　 第 　　　　号


	
対象住宅の所在地

	
八潮市


	
条件の可否

	
承諾 　・　不承諾

	
不承諾の場合の理由

	




様式第５号（第８条関係）
年　　月　　日

宛先　八潮市長
（事業候補者）住所
氏名　　　　　　　　　　　㊞
電話
（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者の氏名）

借上型市営住宅事業計画変更申請書

借上型市営住宅事業計画の変更について承諾を受けたいので、八潮市借上型市営住宅整備要綱第８条第１項の規定により申請します。

	
事業計画採用通知書
の文書番号

	
年　　月　　日　　　　 第 　　　　号


	
対象住宅の所在地

	
八潮市


	

変更内容


	





	

変更理由


	








様式第６号（第８条関係）
第 　　　　　号
年   　月  　日

　　　　　　　　　　　　様

八潮市長 　　　　　　　　　　　印


借上型市営住宅事業計画変更承諾通知書

年　　月　　日に申請がありました、借上市営住宅事業計画の変更については、八潮市借上型市営住宅整備要綱第８条第２項の規定により承諾しましたので通知します。

	
事業計画採用通知書
の文書番号

	
年　　月　　日　　　　 第 　　　　号


	
対象住宅の所在地

	
八潮市






様式第７号（第９条関係）
年　　月　　日

宛先　八潮市長
（事業候補者）住所
氏名　　　　　　　　　　　㊞
電話
（法人にあっては，主たる事務所の
所在地，名称及び代表者の氏名）


借上型市営住宅条件等措置報告書

借上型市営住宅の事業計画の採用に際して付された必要な条件等について，次のとおり措置を行いましたので八潮市借上型市営住宅整備要綱第９条の規定により報告します。

	
事業計画採用通知書
の文書番号

	
年　　月　　日　　　　 第 　　　　号


	
対象住宅の所在地

	
八潮市


	
必要な条件等

	



	
条件等に対する
対応状況

	





備考　条件等に対する対応状況については、写真を添付すること。



様式第８号（第１３条関係）
年　　月　　日

宛先　八潮市長
（申請者）住所
氏名　　　　　　　　　　　㊞
電話
（法人にあっては，主たる事務所の
所在地，名称及び代表者の氏名）

借上型市営住宅事業者承継承諾申請書

	事業計画採用通知書
の文書番号
	年　　月　　日　　　　　第　　　 号

	借上型市営住宅
の所在地
	八潮市

	地位承継前の所有者の住所及び氏名
	

	承継の理由
	

	事業者から事業計画に関する権限を取得した年月日
	


（注意：申請者は，事業者が有している事業計画の採用に基づく地位を承継しようとする者です。）
（添付書類）
１ 借上型市営住宅とするために必要な権原を取得した場合は，それを証する書類を添付してください。
２ 法人の合併の場合は法人の登記簿謄本を，相続の場合は被承継人の戸籍謄本等承継する権利を有することを証する書類を添付してください。

様式第９号（第１３条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　様

八潮市長　　　　　　　　　 印

借上型市営住宅事業者承継承諾通知書

年　月　日に申請のありました借上型市営住宅の事業計画の採用に基づく地位
の承継について承諾しましたので，八潮市借上型市営住宅整備要綱第１３条第２項の規定により通知します。

	事業計画採用通知書
の文書番号
	年　　月　　日　　　　　第　　　 号

	借上型市営住宅
の所在地
	八潮市

	承継後の所有者の住
所及び氏名
	







様式第１０号
事 業 計 画
１ 敷地の概要
	所在地
	八潮市

	敷地面積
	㎡（測量　　　年　　　月　　　日）

	土地の所有者
	１ 事業者(住宅の所有者と同じ) ２ その他(　　　　　　　　 )　 

	土地に対する　　
事業者の権原
	１ 所有者
２ その他（ 　　　　　　　　　　　　　）
（期間は　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで）

	



土地に対する
権利関係



	地　　番
	地目
	地積
	所有者
	権利設定
	権原の種類

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（注意）① 土地に対する事業者の権原の欄中「１ 所有者」とは、事業者（住宅を所有している個人又は法人）が所有する土地であって、その親族又は同族会社等が所有する土地の場合には、「２ その他」になります。
② 「２ その他」とは、住宅の存する土地について、建物の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借権を有している、若しくは土地所有者との賃貸借契約等を締結していること等です。
③ 「２ その他」の場合には、それを証する登記簿、又は賃貸借契約書の写し、土地所有者からの土地使用承諾書等を添付してください。
④ 土地に対する権利関係の欄中「所有者」が共有の場合は、その持分も記入してください。
⑤ 土地に対する権利関係の欄中「権利設定」とは、抵当権等の権利が設定されている場合にその権利名を記入してください。
⑥ 土地に対する権利関係の欄中「権原の種類」とは、土地に関する権原を地番ごとに記入してください。

２ 建物の概要（現況）
	住 宅 の 名 称
	

	建物の家屋番号
	

	建物の所有者名
	

	全体戸数
	　　　　　戸
	入居の状況
	空家　　　戸、入居中　　　戸

	所有権以外の
権利設定
	順位番号
	権利名
	権 利 者
	債権額等の特記事項

	
	　　１
	
	
	

	
	２
	
	
	

	
	３
	
	
	

	
	４
	
	
	

	
	５
	
	
	

	
	６
	
	
	


（注意）① 建物の家屋番号は、建物登記簿に記載のある家屋番号を記入してください。
② 建物の表示及び各階の床面積は、建物登記簿の表題部より、転載してください。
③ 所有権以外の権利設定は、建物登記簿の乙区欄より、転載してください。「債権事項等の特記事項」は、
債権額（根抵当にあっては極度額）等を記入してください。　　　　　　　

３ 設備概要
	基盤設備
	台所
	都市ガス・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ＩＨ
	テレビ
	アンテナ・ＣＡＴＶ・ＢＳ

	
	風呂
	都市ガス・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・電気
	排水
	公共下水

	
	電話
	一般・光ｹｰﾌﾞﾙ・その他
	
	

	駐車場
	　　　　　　　　　　台、自動二輪等（　駐車可・駐車不可　）

	駐輪場
	

	その他
	





４ 借上型市営住宅の規模及び設備
（１） 住戸ごとの規模
	住棟番号
	住戸番号
	専有面積
	間取り
	階数

	
	
	㎡
	
	

	
	
	㎡
	
	

	
	
	㎡
	
	

	
	
	㎡
	
	

	
	
	㎡
	
	

	
	
	㎡
	
	

	計
	戸
	㎡
	
	


※記入欄が不足する場合は、別紙にて記入してください。

（２） 各住戸に備える設備
	緊急通報装置
	（ 有 ・ 無）
	ガス漏警報器
	（ 有・無）

	火災報知機
	（ 有 ・ 無）
	消火器
	（ 有・無）

	給湯設備
	（ 有 ・ 無）
	

	その他
	



５ 月額賃料等
	一般への賃料
	円／室

	共益費
	円
	駐車場賃料
	円

	その他
	



６ 連絡先
	事業者
	名称
	

	
	住所
	

	
	ＴＥＬ
	

	建物管理者（会社）
	名称
	
	担当者
	

	
	住所
	

	
	ＴＥＬ
	



７ 維持管理業務の委託先事業者名                                             

８ 建物の改良・修繕等に要する期間
事業計画採用の日から 　　　 　　　　 　　箇月間

９ 希望借上料
	間取り
	専用面積
	戸数
	借　上　料

	
	
	
	戸当たり
借上料
	㎡当り
借上料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
　月額合計希望借上料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
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様式第１１号


土地使用承諾書


八潮市長 様

当該建物について、八潮市と借上型市営住宅として賃貸借契約を締結した場合、当該建物の敷地である土地の使用を承諾します。

記
（土地）







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
※押印は実印とし、印鑑証明書を添付して下さい。
※借地権等に基づく土地使用の場合は、土地賃貸借契約書等の写しを添付して下さい。


以上





